
令和２年産業連関構造調査（内航船舶品目別運賃収入調査） 記入上の注意

内航船舶輸送統計調査 調査票
産業連関構造調査（内航船舶品目別運賃収入調査）

調査票

１つの船舶について、調査票が２枚以上にま
たがる場合は、本調査の右上すみにページ
を付してください。

「貨物の品名」は、基幹統計調査の貨物の
品目と同じものを同じ行に記入してください。

「船舶番号」は、基幹統計調査の
調査票にならって記入してください。

「運賃収入額」は、基幹統計調査の各行の輸送に対応した
運賃収入額を記入してください。

○ 基本的な記入方法

※運賃収入額とは・・・
原則として荷主との輸送契約に基づく受取額又は受取予定額としますが、次のものを

契約に含めている場合は、その分をできるだけ差し引いてください。

（ア）港湾経費のうち、港湾荷役（船内荷役、沿岸荷役、はしけ及びいかだ運送）にかかる料金。
（イ）積荷に係る損害保険料。

もし、これを差し引くことができない場合は、含まれているものの記号（ (ア) 又は (イ) ）を
「備考」に記入してください。

※「 ○ １契約で同じものを数カ所に輸送した場合（行が２行以上にまたがる場合）」、「○ １契約でも貨物の品名が異なる場合」、「 ○ 一度の輸送で、複数契約分を扱う場合」の記入方法については、
裏面をご覧ください。

「消費税」について、選択した記入方法
を○で囲んでください。
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10月1日 〃 〃 〃 10月2日 神奈川 横浜 横浜 2
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○ １契約で同じものを数カ所に輸送した場合（行が２行以上にまたがる場合）

内航船舶輸送統計調査 調査票

運賃収入を ｝ でくくってまとめて記入しても
差し支えありません。

○ １契約でも貨物の品名が異なる場合

内航船舶輸送統計調査 調査票

複数の品目を１契約で輸送する場合は、最も適当と
思われる方法で運賃を案分して記入してください。

○ 一度の輸送で、複数契約分を扱う場合

積地、揚地、貨物の品名が同じもので、
基幹統計調査でも、一行にまとめて記入していれば、
運賃収入も合算して記入してください。

（誤った例）

例）１契約200万円の場合

産業連関構造調査（内航船舶品目別運賃収入調査）
調査票
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